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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　飲料供給装置の供給管路の途中に設けられて飲料を熱媒体との熱交換により冷却または
加熱する熱交換器であって、可撓性を有する樹脂管よりなる飲料流通管と、金属ラミネー
トシートよりなる伝熱シートとを備えており、飲料流通管は、所定の配管パターンに曲げ
られた状態で、伝熱シートの面に接合されており、伝熱シートの対向縁部どうしが接合さ
れている、飲料供給装置用熱交換器。
【請求項２】
　伝熱シートに、複数の熱媒体通過孔が形成されている、請求項１記載の飲料供給装置用
熱交換器。
【請求項３】
　飲料流通管を構成している樹脂管の外面が熱融着性樹脂よりなり、伝熱シートを構成し
ている１枚の金属ラミネートシートの一方の面が熱融着性樹脂よりなり、これらの面が熱
融着によって接合されている、請求項１または２記載の飲料供給装置用熱交換器。
【請求項４】
　伝熱シートに接合されていない飲料流通管の一端部に、上流側供給管路との接続用継手
を構成する１対の継手部材のうちいずれか一方が取り付けられ、伝熱シートに接合されて
いない飲料流通管の他端部に、下流側供給管路との接続用継手を構成する１対の継手部材
のうちいずれか一方が取り付けられている、請求項１～３のいずれか１つに記載の飲料供
給装置用熱交換器。
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【請求項５】
　飲料供給装置の供給管路の途中に設けられて飲料を熱媒体との熱交換により冷却または
加熱する熱交換器であって、可撓性を有する樹脂管よりなる飲料流通管と、互いに貼り合
わせられる２枚の金属ラミネートシートよりなる伝熱シートとを備えており、飲料流通管
は、所定の配管パターンに曲げられた状態で、伝熱シートの両金属ラミネートシートの間
に介在されて両金属ラミネートシートの貼り合わせ面に接合されており、伝熱シートの対
向縁部どうしが接合されている、飲料供給装置用熱交換器。
【請求項６】
　伝熱シートに、複数の熱媒体通過孔が形成されている、請求項５記載の飲料供給装置用
熱交換器。
【請求項７】
　飲料流通管を構成している樹脂管の外面が熱融着性樹脂よりなり、伝熱シートを構成し
ている２枚の金属ラミネートシートの貼り合わせ面が熱融着性樹脂よりなり、これらの面
が熱融着によって接合されている、請求項５または６記載の飲料供給装置用熱交換器。
【請求項８】
　伝熱シートに接合されていない飲料流通管の一端部に、上流側供給管路との接続用継手
を構成する１対の継手部材のうちいずれか一方が取り付けられ、伝熱シートに接合されて
いない飲料流通管の他端部に、下流側供給管路との接続用継手を構成する１対の継手部材
のうちいずれか一方が取り付けられている、請求項５～７のいずれか１つに記載の飲料供
給装置用熱交換器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ビール等の飲料を冷却または加熱して供給する飲料供給装置に関し、より
詳細には、飲料供給装置において、飲料を供給管路の途中で熱媒体との熱交換により冷却
または加熱する飲料供給装置用熱交換器に関する。
【０００２】
　この発明を特定するに当たり、「飲料」の語には、ビール・発泡酒・清酒・焼酎等のア
ルコール飲料、ミネラルウォーター・コーラ等の清涼飲料、オレンジジュース等の果実飲
料といった通常の意味での飲料が含まれる他、スープ等の液体食品や、めんつゆ等の液体
調味料も含まれるものとする。
【背景技術】
【０００３】
　従来のビールサーバー等の飲料供給装置として、飲料が充填された容器からのびる供給
管と、冷却用水槽と、水槽内の水を冷却する冷凍サイクル装置と、一端が供給管に接続さ
れた螺旋円筒状のステンレス管よりなりかつ水槽内の冷却水に浸漬される熱交換器と、ス
テンレス管の他端に接続されたコック等の注出口とを備えてなるものが知られている（下
記の特許文献１，２参照）。上記の装置では、常温で保管されている容器内の飲料が、例
えば炭酸ガスボンベから容器内に送られてきた炭酸ガスの圧力により、供給管を経て熱交
換器に供給され、熱交換器内を流れる間に水槽内の冷却水との熱交換によって急速に冷却
された後、注出口からグラス等に注出されるようになっている。
　従って、この飲料供給装置によれば、飲料充填容器を予め冷却しておく大型の冷蔵装置
が不要となるので、使用する電力を抑えることができる上、装置のサイズも比較的小さい
ので、限られたスペースの店舗でも設置することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平９－３３１５２号公報
【特許文献２】特許第４５５４８５０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した従来の飲料供給装置にあっては、熱交換器がステンレス管よりなるので、錆の
発生や重金属の溶出がなく衛生的であり、また、冷却効率の面でも優れている。
　しかしながら、上記の熱交換器の場合、長期間の使用によりステンレス管の内面が飲料
によって汚染されるので、管内を特殊な薬品や装置を使って定期的に洗浄する必要があっ
た。また、ステンレス管は、材料価格が高く、加工面も含めると製造コストが割高となる
。
【０００６】
　この発明は、上記の課題に鑑みて考案されたものであって、衛生的に使用することがで
き、冷却または加熱効率に優れている上、価格が抑えられる飲料供給装置用熱交換器を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、上記の目的を達成するために、以下の態様からなる。
【０００８】
１）飲料供給装置の供給管路の途中に設けられて飲料を熱媒体との熱交換により冷却また
は加熱する熱交換器であって、可撓性を有する樹脂管よりなる飲料流通管と、金属ラミネ
ートシートよりなる伝熱シートとを備えており、飲料流通管は、所定の配管パターンに曲
げられた状態で、伝熱シートの面に接合されている、飲料供給装置用熱交換器。
【０００９】
２）伝熱シートの対向縁部どうしが接合されている、上記１）の飲料供給装置用熱交換器
。
【００１０】
３）伝熱シートに、複数の熱媒体通過孔が形成されている、上記１）または２）の飲料供
給装置用熱交換器。
【００１１】
４）飲料流通管を構成している樹脂管の外面が熱融着性樹脂よりなり、伝熱シートを構成
している１枚の金属ラミネートシートの一方の面が熱融着性樹脂よりなり、これらの面が
熱融着によって接合されている、上記１）～３）のいずれか１つの飲料供給装置用熱交換
器。
【００１２】
５）伝熱シートに接合されていない飲料流通管の一端部に、上流側供給管路との接続用継
手を構成する１対の継手部材のうちいずれか一方が取り付けられ、伝熱シートに接合され
ていない飲料流通管の他端部に、下流側供給管路との接続用継手を構成する１対の継手部
材のうちいずれか一方が取り付けられている、上記１）～４）のいずれか１つの飲料供給
装置用熱交換器。
【００１３】
６）飲料供給装置の供給管路の途中に設けられて飲料を熱媒体との熱交換により冷却また
は加熱する熱交換器であって、可撓性を有する樹脂管よりなる飲料流通管と、互いに貼り
合わせられる２枚の金属ラミネートシートよりなる伝熱シートとを備えており、飲料流通
管は、所定の配管パターンに曲げられた状態で、伝熱シートの両金属ラミネートシートの
間に介在されて両金属ラミネートシートの貼り合わせ面に接合されている、飲料供給装置
用熱交換器。
【００１４】
７）伝熱シートの対向縁部どうしが接合されている、上記６）の飲料供給装置用熱交換器
。
【００１５】
８）伝熱シートに、複数の熱媒体通過孔が形成されている、上記６）または７）の飲料供
給装置用熱交換器。
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【００１６】
９）飲料流通管を構成している樹脂管の外面が熱融着性樹脂よりなり、伝熱シートを構成
している２枚の金属ラミネートシートの貼り合わせ面が熱融着性樹脂よりなり、これらの
面が熱融着によって接合されている、上記６）～８）のいずれか１つの飲料供給装置用熱
交換器。
【００１７】
１０）伝熱シートに接合されていない飲料流通管の一端部に、上流側供給管路との接続用
継手を構成する１対の継手部材のうちいずれか一方が取り付けられ、伝熱シートに接合さ
れていない飲料流通管の他端部に、下流側供給管路との接続用継手を構成する１対の継手
部材のうちいずれか一方が取り付けられている、上記６）～９）のいずれか１つの飲料供
給装置用熱交換器。
【発明の効果】
【００１８】
　上記１）の飲料供給装置用熱交換器によれば、飲料流通管内を流れる飲料が、伝熱シー
トの金属層を通じて、熱媒体と高効率で熱交換されるので、飲料を短時間で冷却または加
熱することができる。また、飲料流通管が樹脂製であるため、錆の発生や重金属の溶出等
がなく、衛生面でも優れている上、樹脂材料を適宜選定すれば、飲料による汚染に強いも
のとすることも可能であり、スープ等の塩分濃度が高い飲料にも適用可能である。さらに
、飲料流通管を構成する樹脂管、および伝熱シートを構成する金属ラミネートシートは、
従来の熱交換器を構成するステンレス管と比べて、材料コストおよび加工コストが安くな
るため、熱交換器の価格が抑えられる。
【００１９】
　上記２）の飲料供給装置用熱交換器によれば、伝熱シートがその対向縁部どうしを接合
することにより筒状に形成され、それによって熱交換器全体がコンパクトになっているの
で、飲料供給装置に組み込むことが容易となり、取扱性が向上する。
　また、上記２）の熱交換器によれば、従来の螺旋円筒状ステンレス管よりなる熱交換器
と同様に、例えば冷却水または加熱水（熱媒体）で満たされた水槽内に垂直方向に設置し
て、その内側に冷却水または加熱水撹拌手段を配置することができる。
【００２０】
　上記３）の飲料供給装置用熱交換器によれば、冷却水等の熱媒体が、伝熱シートに形成
された熱媒体通過孔を通って、伝熱シートの片面側と他面側との間を自由に移動しうるた
め、熱媒体の対流が損なわれず、所期の冷却または加熱性能を発揮することができる。
【００２１】
　上記４）の飲料供給装置用熱交換器によれば、飲料流通管と伝熱シートとが熱融着によ
って接合一体化されているため、両者の間には接着剤層等の断熱層が形成されず、飲料を
より高効率で冷却または加熱することができる。
【００２２】
　上記５）の飲料供給装置用熱交換器によれば、飲料流通管と上流側および下流側供給管
路との接続を、継手によって簡単にかつ確実に行うことができるので、取付性および信頼
性が向上する。特に、継手として迅速継手を用いれば、ワンタッチで着脱を行うことがで
きるので、便利である。
【００２３】
　上記６）の飲料供給装置用熱交換器によれば、飲料が、飲料流通管内を流れる間に、伝
熱シートの金属層を通じて、熱媒体と高効率で熱交換されるので、飲料を短時間で冷却ま
たは加熱することができる。特に、この熱交換器では、伝熱シートが２枚の金属ラミネー
トシートを貼り合わせてなり、飲料流通管のほぼ全周を金属層が取り囲んでいるので、熱
交換効率が高く、優れた冷却または加熱効果が得られる。また、飲料流通管が樹脂製であ
るため、錆の発生や重金属の溶出等がなく、衛生面でも優れている上、樹脂材料を適宜選
定すれば、飲料による汚染に強いものとすることも可能であり、スープ等の塩分濃度が高
い飲料にも適用可能である。さらに、飲料流通管を構成する樹脂管および伝熱シートを構
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成する２枚の金属ラミネートシートは、従来の熱交換器を構成するステンレス管と比べて
、材料コストおよび加工コストが安くなるため、熱交換器の価格が抑えられる。
【００２４】
　上記７）の飲料供給装置用熱交換器によれば、伝熱シートがその対向縁部どうしを接合
することにより筒状に形成され、それによって熱交換器全体がコンパクトになっているの
で、飲料供給装置に組み込むことが容易となり、取扱性が向上する。
　また、上記７）の熱交換器によれば、従来の螺旋円筒状ステンレス管よりなる熱交換器
と同様に、例えば冷却水または加熱水（熱媒体）で満たされた水槽内に垂直方向に設置し
て、その内側に冷却水または加熱水撹拌手段を配置することができる。
【００２５】
　上記８）の飲料供給装置用熱交換器によれば、冷却水等の熱媒体が、伝熱シートに形成
された熱媒体通過孔を通って、伝熱シートの片面側と他面側との間を自由に移動しうるた
め、熱媒体の対流が損なわれず、所期の冷却または加熱性能を発揮することができる。
【００２６】
　上記９）の飲料供給装置用熱交換器によれば、飲料流通管と伝熱シートとが熱融着によ
って接合一体化されているため、両者の間には接着剤層等の断熱層が形成されず、飲料を
より高効率で冷却または加熱することができる。
【００２７】
　上記１０）の飲料供給装置用熱交換器によれば、飲料流通管と上流側および下流側供給
管路との接続を、継手によって簡単にかつ確実に行うことができるので、取付性および信
頼性が向上する。特に、継手として迅速継手を用いれば、ワンタッチで着脱を行うことが
できるので、便利である。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】この発明による飲料供給装置用熱交換器において、飲料流通管を構成する樹脂管
の積層構造を示す断面図である。
【図２】この発明による飲料供給装置用熱交換器において、伝熱シートを構成する金属ラ
ミネートシートの積層構造を示す断面図である。
【図３】この発明の第１の実施形態に係る飲料供給装置用熱交換器の展開状態を示す平面
図である。
【図４】同熱交換器の一部を拡大して示す断面図である。
【図５】同熱交換器の完成状態を示す斜視図である。
【図６】同熱交換器における伝熱シートの端部どうしの接合部分を拡大して示す断面図で
ある。
【図７】同熱交換器を冷却機能付き飲料供給装置に冷却器として組み込んだ状態を示す垂
直断面図である。
【図８】同熱交換器を加熱機能付き飲料供給装置に加熱器として組み込んだ状態を示す垂
直断面図である。
【図９】この発明の第２の実施形態に係る飲料供給装置用熱交換器の展開状態を示す平面
図である。
【図１０】同熱交換器の一部を拡大して示す断面図である。
【図１１】同熱交換器の完成状態を示す斜視図である。
【図１２】同熱交換器における伝熱シートの端部どうしの接合部分を拡大して示す断面図
である。
【図１３】この発明の第３の実施形態に係る飲料供給装置用熱交換器の展開状態を示す平
面図である。
【図１４】同熱交換器の完成状態を示す斜視図である。
【図１５】実施例に使用した飲料供給装置用熱交換器の展開状態を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
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　以下、この発明の実施形態を、図１～図１５を参照して説明する。
【００３０】
　図１は、この発明の飲料供給装置用熱交換器において、飲料流通管を構成する樹脂管の
積層構造を示したものである。同図に示すように、樹脂管(20)は、内外２層構造のもので
ある。
　樹脂管(20)の外層(21)は、例えば、熱融着性を有する汎用のポリエチレンやポリプロピ
レン等のオレフィン系樹脂よりなる。但し、外層の材料は、熱融着性を有する樹脂であれ
ば上記に限定されず、例えばポリエチレンテレフタレート樹脂やポリウレタン樹脂等であ
ってもよい。
　樹脂管(20)の内層(22)は、外層(21)と同じオレフィン系の樹脂であってもよいが、飲料
による汚染に強いフッ素系樹脂やシリコーン系樹脂等を使用してもよく、また、これらを
架橋して硬質化してもよい。また、熱伝導率を上げるために、前述の樹脂に粒径０．５～
５μｍ程度のカーボン粒子を０．５～５重量％程度添加してもよい。
　樹脂管(20)は、通常、外径３～８ｍｍ程度、肉厚０．５～３ｍｍ程度とされるが、保形
性や冷却または加熱効率を考慮すると、外径４～６ｍｍ、肉厚１～２ｍｍにするのが好ま
しい。
【００３１】
　図２は、この発明の飲料供給装置用熱交換器において、伝熱シートを構成する金属ラミ
ネートシートの積層構造を示したものである。同図に示すように、金属ラミネートシート
(30)は、金属箔(31)の片面に接着剤(34)を介してオレフィン系樹脂フィルム（熱融着性樹
脂フィルム）(32)を貼り合わせると共に、金属箔(31)の他面に接着剤(34)を介して耐熱性
樹脂フィルム(33)を貼り合わせてなるものである。
　金属箔(31)には、熱伝導率の高いアルミニウム箔、銅箔、ニッケル箔、ステンレス箔等
が用いられる他、これらを組み合わせたクラッド箔を用いることもできる。また、金属箔
(31)の調質は、軟質でも硬質でも構わないが、熱伝導性を考慮して、厚みを２０～１５０
μｍ程度にすることが好ましい。
　接着剤(34)に関しては、熱媒体として水を使用する場合には耐水性が要求されるので、
２液硬化型のポリエステルポリウレタン、もしくはポリエーテルポリウレタン系の接着剤
等が用いられ、塗布量は０．２～５ｇ／ｍ２程度とする。
　オレフィン系樹脂フィルム(32)は、樹脂管(20)の外面と熱融着させる必要があるので、
樹脂管(20)の外層(21)を構成するオレフィン系樹脂と同種の樹脂を使用するのが好ましい
。すなわち、樹脂管(20)の外層(21)を構成する樹脂がポリエチレンであれば、ポリエチレ
ンフィルムを使用し、同樹脂がポリプロピレンであれば、ポリプロピレンフィルムを使用
する。また、オレフィン系樹脂フィルム(32)の厚みは、通常１５～８０μｍ程度とするが
、汎用性や伝熱効率を考慮すると、１５～３０μｍ程度にするのが好ましい。
　耐熱性樹脂フィルム(33)の材質は、特に限定されるものではないが、好適には、汎用性
があって、熱融着時の耐熱性と冷却水等の低温に耐えうる耐寒性を兼ね備えたポリエステ
ルフィルム、ポリアミドフィルム、延伸ポリプロピレンフィルム等が用いられ、その厚み
は５～２５μｍ程度とする。
　なお、熱交換器を冷却水または加熱水（熱媒体）の中に長期間浸漬しない場合には、耐
熱性樹脂フィルム(33)を貼り合わせずに、金属箔(31)の面を露出させる構成にしてもよく
、また、耐熱性樹脂フィルム(33)を貼り合わせずに、金属箔(31)の面にエポキシ樹脂、ア
クリル樹脂、ポリエステル樹脂等の熱硬化型樹脂を塗布した構成にしても構わない。
【００３２】
［第１の実施形態］
　図３～図６には、この発明の第１の実施形態に係る飲料供給装置用熱交換器が示されて
いる。
　図示の熱交換器(1A)は、樹脂管(20)よりなる飲料流通管(2)と、金属ラミネートシート(
30)よりなる伝熱シート(3)とを備えている。飲料流通管(2)は、その両端部を除く長さ中
間部が、所定の配管パターンに曲げられた状態で、伝熱シート(3)の一方の面に接合され
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ている。
　伝熱シート(3)は、方形状のものである。但し、伝熱シート(3)の形状やサイズは、飲料
流通管(2)の長さや冷却用水槽（図７参照）のサイズ等に応じて、適宜設定される。
　図３において、飲料流通管(2)は、上下に交互に蛇行しながら左右方向にのびる１重蛇
行状の配管パターンに曲げられており、この状態で、管(2)外面のうち周方向の約半分が
、伝熱シート(3)の片面を構成するオレフィン系樹脂フィルム面(320)に熱融着されている
（図４参照）。伝熱シート(3)は、飲料流通管(2)との熱融着部分が、飲料流通管(2)の外
面に沿うように湾曲させられている。なお、熱融着部分の面積は、飲料流通管(2)の形状
・サイズや伝熱シート(3)の構成等により異なってくる。また、飲料流通管(2)の配管パタ
ーンは、図示のような１重蛇行状には限定されず、例えば多重蛇行状や渦巻状のパターン
とすることも可能である。
　図３に示すように、飲料流通管(2)の両端部(23)(24)は、それぞれ伝熱シート(3)の上縁
から所定長さだけ上方に突出させられている。これら両端部(23)(24)には、後述するよう
に、上流側および下流側供給管路との接続用継手の一方の継手部材がそれぞれ取り付けら
れるようになっている。
　なお、飲料流通管は、伝熱シートの両面に接合されていてもよい。具体的には、例えば
、２本の飲料流通管を用意して、一方の飲料流通管を伝熱シートの一方の面に接合し、他
方の飲料流通管を伝熱シートの他方の面に一方の飲料流通管と並列状に接合した後、両飲
料流通管の一端どうしを継手管によって連結すればよい。以上の態様によれば、飲料流通
管のピッチを小さくすることができ、それによって熱交換効率が高められる。
【００３３】
　図５に示すように、熱交換器(1A)は、伝熱シート(3)を垂直円筒状に形成することによ
り、完成形態となされる。
　より具体的に言うと、伝熱シート(3)は、飲料流通管(2)が内側となるように筒状に丸め
られて、左右両縁部のオレフィン系樹脂フィルム面(320)どうしが熱融着されることによ
り（図６参照）、垂直円筒状に形成されている。
　飲料流通管(2)の両端部(23)(24)は、互いに近接して上向きにのびている。従って、飲
料供給装置内における配管の取り回しが容易となる。
【００３４】
　図７は、上記の熱交換器(1A)を、冷却機能付き飲料供給装置(60)に冷却器として組み込
んだ状態を示したものである。
　飲料供給装置(60)は、飲料充填容器（図示略）からのびる樹脂製の供給管(61)と、冷却
用水槽(62)と、水槽(62)内の水(C)を冷却する冷凍サイクル装置(63)とを備えている。そ
して、熱交換器(1A)が、水槽(62)内の冷却水(C)に浸漬されるように配置されている。
【００３５】
　水槽(62)は、有底筒状のものであって、箱形のケーシング(64)内に収容されている。ケ
ーシング(64)の上方開口は、蓋(65)によって塞がれている。
　冷凍サイクル装置(63)は、製氷用冷却管(631)、コンプレッサ(632)、凝縮器(633)、脱
水器(634)およびキャピラリーチューブ(635)をループ状に接続してなる冷媒循環路(630)
を有している。製氷用冷却管(631)は、水槽(62)の周壁内面に沿って所定のパターンで配
管された銅管等の金属管よりなる。コンプレッサ(632)、凝縮器(633)、脱水器(634)およ
びキャピラリーチューブ(635)は、水槽(62)に隣接するようにケーシング(64)内に配置さ
れている。また、ケーシング(64)内には、凝縮器(633)に向かって冷却エアを送るファン
モータ(636)が設置されている。
　冷媒循環路(630)に封入されているフロン等の冷媒は、コンプレッサ(632)で圧縮される
ことにより７０℃前後の高温冷媒ガスとなり、次いで、凝縮器(633)において冷却エアと
の熱交換により４０℃前後の高温冷媒液となる。その後、高温冷媒液は、脱水器(634)を
経てキャピラリーチューブ(635)に送られ、ここで膨張させられることにより、－１０℃
前後の低温低圧冷媒ガスとなる。この冷媒ガスが製氷用冷却管(631)に導入されると、冷
却管(631)の周囲の水(C)が冷媒ガスとの熱交換により冷却されて氷(C1)が生成され、この
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氷(C1)により水槽(62)内の水(C)全体が冷却される。
　また、図示は省略したが、ケーシング(64)内には、熱交換器(1A)の円筒状伝熱シート(3
)の内側に垂直軸周りに回転自在に配置されかつモータで回転駆動されることにより水槽(
62)内の冷却水(C)を撹拌する撹拌子を備えた撹拌装置が設けられていてもよく、それによ
って水槽(62)内の温度分布を一定に保つことができる。
【００３６】
　熱交換器(1A)の飲料流通管(2)の一端部(23)は、ケーシング(64)内に導入された供給管(
61)の先端部に、迅速継手(66)を介して接続されている。つまり、飲料流通管(2)の一端部
(23)には、迅速継手(66)を構成する１対の雄型継手部材および雌型継手部材のうち一方(6
61)が取り付けられており、この一方の継手部材(661)が、供給管(61)の先端部に取り付け
られている他方の継手部材(662)にワンタッチで着脱自在に接続されている。
　熱交換器(1A)の飲料流通管(2)の他端部(24)は、ケーシング(64)の壁に貫通状に取り付
けられたコック(67)の基端部に、迅速継手(66)を介して接続されている。つまり、飲料流
通管(2)の他端部(24)には、迅速継手(66)を構成する１対の雄型継手部材および雌型継手
部材のうち一方(661)が取り付けられており、この一方の継手部材(661)が、コック(67)の
基端部に取り付けられている他方の継手部材(662)にワンタッチで着脱自在に接続されて
いる。
【００３７】
　上記の飲料供給装置(60)にあっては、図示しない炭酸ガスボンベから飲料充填容器内に
送られてきた炭酸ガスの圧力により、容器内の飲料(B)が供給管(61)を経て熱交換器(1A)
へ供給される。供給された飲料(B)は、熱交換器(1A)の飲料流通管(2)内を流れる間に、伝
熱シート(3)の金属箔(31)層を介して、水槽(62)内の冷却水(C)と熱交換を行い、それによ
って急速に冷却される。冷却された飲料(B1)は、熱交換器(1A)を出てコック(67)からグラ
ス(G)等に注出される。
【００３８】
　図８は、上記の熱交換器(1A)を、加熱機能付き飲料供給装置(70)に加熱器として組み込
んだ状態を示したものである。
　飲料供給装置(70)は、飲料充填容器（図示略）からのびる樹脂製の供給管(71)と、加熱
用水槽(72)と、水槽(72)内の水(C)を加熱するヒータ(73)とを備えている。そして、熱交
換器(1A)が、水槽(72)内の加熱水(C)に浸漬されるように配置されている。
【００３９】
　水槽(72)は、有底筒状のものであって、箱形のケーシング(74)内に収容されている。ケ
ーシング(74)の上方開口は、蓋(75)によって塞がれている。
　ヒータ(73)としては、例えば、金属製パイプの内部にニクロム線等の発熱体を挿入した
シースヒータが用いられる。
　ケーシング(74)内には、熱交換器(1A)の円筒状伝熱シート(3)の内側に垂直軸周りに回
転自在に配置されて水槽(72)内の加熱水(C)を撹拌する撹拌子(781)を備えた撹拌装置(78)
が設けられている。撹拌子(781)は、モータ(782)によって常時回転させられる。
　また、ケーシング(74)内には、水槽(72)内の加熱水(C)の温度を測定する温度センサ(79
)が設置されている。この温度センサ(79)によって測定された加熱水(C)の温度が設定値よ
りも下がった場合に、図示しない制御ユニットにより、ヒータ(73)を作動させて、加熱水
(C)の温度が上昇させられるようになっている。
【００４０】
　熱交換器(1A)の飲料流通管(2)の一端部(23)は、ケーシング(74)内に導入された供給管(
71)の先端部に、迅速継手(76)を介して接続されている。つまり、飲料流通管(2)の一端部
(23)には、迅速継手(76)を構成する１対の雄型継手部材および雌型継手部材のうち一方(7
61)が取り付けられており、この一方の継手部材(761)が、供給管(71)の先端部に取り付け
られている他方の継手部材(762)にワンタッチで着脱自在に接続されている。
　熱交換器(1A)の飲料流通管(2)の他端部(24)は、ケーシング(74)の壁に貫通状に取り付
けられたコック(77)の基端部に、迅速継手(76)を介して接続されている。つまり、飲料流
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通管(2)の他端部(24)には、迅速継手(76)を構成する１対の雄型継手部材および雌型継手
部材のうち一方(761)が取り付けられており、この一方の継手部材(761)が、コック(77)の
基端部に取り付けられている他方の継手部材(762)にワンタッチで着脱自在に接続されて
いる。
【００４１】
　上記の飲料供給装置(70)にあっては、図示しない炭酸ガスボンベから飲料充填容器内に
送られてきた炭酸ガスの圧力により、容器内の飲料(B)が供給管(71)を経て熱交換器(1A)
へ供給される。供給された飲料(B)は、熱交換器(1A)の飲料流通管(2)内を流れる間に、伝
熱シート(3)の金属箔(31)層を介して、水槽(72)内の加熱水(C)と熱交換を行い、それによ
って急速に加熱される。加熱された飲料(B1)は、熱交換器(1A)を出てコック(77)からグラ
ス(G)等に注出される。
　なお、加熱する飲料としては、例えばビール（ホットビール用）、コーヒー、日本酒、
スープ、茶、レモネード等が挙げられ、熱交換器(1A)によって例えば５０～８０℃程度ま
で加熱される。
【００４２】
［第２の実施形態］
　図９～図１２には、この発明の第２の実施形態に係る飲料供給装置用熱交換器が示され
ている。
　図示の熱交換器(1B)は、樹脂管(20)よりなる飲料流通管(2)と、互いに貼り合せられる
２枚の金属ラミネートシート(30)よりなる伝熱シート(3X)とを備えている。飲料流通管(2
)は、その両端部を除く長さ中間部が、所定の配管パターンに曲げられた状態で、伝熱シ
ート(3X)の両金属ラミネートシート(30)の間に介在されて、両金属ラミネートシート(30)
の貼り合わせ面に接合されている。
　図９において、飲料流通管(2)は、上下に交互に蛇行しながら左右方向にのびる１重蛇
行状の配管パターンに曲げられており、オレフィン系樹脂よりなる管(2)外面のうち周方
向の約半分が、一方の金属ラミネートシート(30)のオレフィン系樹脂フィルム面(320)に
熱融着され、管(2)外面のうち周方向の残りの約半分が、他方の金属ラミネートシート(30
)のオレフィン系樹脂フィルム面(320)に熱融着されている。
　２枚の金属ラミネートシート(30)は、ほぼ同形同大の方形状のものであって、これらの
オレフィン系樹脂フィルム面(320)のうち飲料流通管(2)外面に熱融着されていない部分ど
うしが熱融着されることにより、互いに貼り合わせられて、一体の伝熱シート(3X)を構成
している。但し、図９に示すように、２枚の金属ラミネートシート(30)は、やや左右方向
にずらした状態で貼り合わせられている。これにより、伝熱シート(3X)の左右縁部に、オ
レフィン系樹脂フィルム面(320)が露出した接合代部(35)が形成されている。
　また、第１の実施形態と同様に、飲料流通管(2)の両端部(23)(24)は、それぞれ伝熱シ
ート(3X)の上縁から所定長さだけ上方に突出させられており、これらの端部(23)(24)に、
上流側および下流側供給管路との接続用継手の一方の継手部材が取り付けられるようにな
っている。
【００４３】
　図１１に示すように、第２の実施形態の熱交換器(1B)も、伝熱シート(3X)を垂直円筒状
に形成することにより、完成形態となされる。
　より具体的に言うと、伝熱シート(3X)は、その左右両縁部の接合代部(35)どうしが重ね
合わせられるように筒状に丸められて、両接合代部(35)のオレフィン系樹脂フィルム面(3
20)どうしが熱融着されることにより（図１２参照）、垂直円筒状に形成されている。
【００４４】
　上記第２の実施形態の熱交換器(1B)は、第１の実施形態と同じように、飲料供給装置(6
0)(70)に組み込まれて（図７，８参照）、飲料を容器から注出口(67)(77)に供給する過程
で急速に冷却または加熱する機能を奏する。
　特に、この実施形態の熱交換器(1B)の場合、伝熱シート(3X)が２枚の金属ラミネートシ
ート(30)よりなり、飲料流通管(2)の外面が全周に亘って金属ラミネートシート(30)と接
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合されているため、それだけ伝熱面積が大きくなり、優れた冷却または加熱効果が得られ
る。
【００４５】
［第３の実施形態］
　図１３および図１４には、この発明の第３の実施形態に係る飲料供給装置用熱交換器が
示されている。
　この実施形態の熱交換器は、以下の点を除いて、図９～図１２に示す第２の実施形態の
熱交換器(1B)と同じである。すなわち、図１３および図１４に示す熱交換器(1C)は、その
伝熱シート(3X)に、複数の熱媒体通過孔(361)(362)が飲料流通管(2)を避けて形成されて
いるものである。
　熱媒体通過孔は、伝熱シート(3X)における飲料流通管(2)の隣り合う直管部どうしの間
の部分に形成されたスリット状の第１熱媒体通過孔(361)と、伝熱シート(3X)の上下縁部
に形成された円形の第２熱媒体通過孔(362)とで構成されている。第１熱媒体通過孔(361)
は、伝熱シート(3X)における飲料流通管(2)の隣り合う直管部どうしの間の部分に１つ置
きに、かつ各部分に上下に並んで２つずつ形成されている。第２熱媒体通過孔(362)は、
伝熱シート(3X)の上縁部においては、第１熱媒体通過孔(361)のほぼ真上に位置するよう
に形成されており、また、伝熱シート(3X)の下縁部においては、第１熱媒体通過孔(361)
に対して左右にずれた位置に形成されている。
　なお、熱媒体通過孔の形状は、上記に限定されず、例えば四角形等の多角形や楕円形等
であってもよい。また、熱媒体通過孔の大きさ、数、配置についても、上記に限定される
ものではなく、例えば水槽内での冷却水または加熱水（熱媒体）の対流のし易さや、伝熱
シートの保形性および熱伝導性等を考慮して適宜設定すればよい。
　この実施形態の熱交換器(1C)によれば、例えば水槽(62)(72)内の冷却水または加熱水(C
)（熱媒体）が、熱媒体通過孔(361)(362)を通って、円筒状伝熱シート(3X)の内側と外側
との間を自由に行き来することができるので(図７参照)、冷却水または加熱水の対流が妨
げられず、優れた冷却または加熱効果が得られる。
【実施例】
【００４６】
　次に、この発明の具体的実施例について説明するが、この発明は、これらの実施例に限
定されるものではない。
【００４７】
＜実施例１＞
  まず、飲料流通管(2)として、外径６ｍｍ、肉厚１ｍｍ、長さ１５ｍの架橋ポリエチレ
ン管(20)を用意し、これをドライヤーで加熱しながら図１５に示す１重蛇行状の配管パタ
ーンとなるように曲げ成形した。成形された飲料冷却管(2)は、直管部のピッチ(P)が６ｍ
ｍ、全体の左右の長さ(L1)が４１０ｍｍ、蛇行部分の上下の幅(L2)が２２０ｍｍ、両端の
直管部から上方にのびる延長部の長さ(L3)が１００ｍｍであった。
  また、厚さ４０μｍのＪＩＳ  Ｈ４１６０で分類されるＡ８０７９の焼鈍済みのアルミ
合金箔(31)の片面に、２液硬化型のポリエステルポリウレタン接着剤(34)を３ｇ／ｍ２塗
布し、乾燥後に厚さ１２μｍの延伸したポリエステルフィルム(33)を貼り合せ、また、ア
ルミ合金箔(31)の他面に、２液硬化型のポリエステルポリウレタン接着剤(34)を３ｇ／ｍ
２塗布し、乾燥後に厚さ３０μｍの直鎖低密度ポリエチレンフィルム（ＬＬＤＰＥ）(32)
を貼り合せて、４０℃の恒温槽にて３日間の養生を行うことにより、アルミラミネートシ
ート(30)を得た（図２参照）。そして、このアルミラミネートシート(30)を、左右の長さ
(L4)が４２０ｍｍ、上下の幅(L5)が２５０ｍｍとなるように断裁した。
  次に、アルミラミネートシート(30)のポリエチレンフィルム面(320)に、成形した架橋
ポリエチレン管(20)を図１５に示すように配置して、アルミラミネートシート(30)のポリ
エステルフィルム面側から２００℃に加熱した熱板を０．５ＭＰａの圧力にて３秒間押し
付けることにより、アルミラミネートシート(30)と架橋ポリエチレン管(20)とを熱融着し
た。
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  次いで、アルミラミネートシート(30)を、架橋ポリエチレン管(20)が内側となるように
筒状に丸めて、その左右両縁部のポリエチレンフィルム面(320)どうしを５ｍｍ幅で重ね
合わせ、一方の縁部のポリエステルフィルム面側から２００℃に加熱した熱板を０．５Ｍ
Ｐａの圧力にて３秒間押し付けることにより熱融着した。そして、アルミラミネートシー
ト(30)をできるだけ真円に近い断面の円筒状となるように成形した（図５および図６参照
）。
  以上により、実施例１の熱交換器(1A)を作製した。
【００４８】
＜実施例２＞
　飲料流通管(2)として、実施例１と同じ架橋ポリエチレン管(20)を用意し、これを実施
例１と同じように曲げ成形した。
　また、伝熱シート(3X)の構成材料として、実施例１と同じアルミラミネートシート(30)
を２枚用意した。
　そして、実施例１と同じ要領にて、第１のアルミラミネートシート(30)のポリエチレン
フィルム面(320)に、成形したポリエチレン管(20)を熱融着した。
　次いで、ポリエチレン管(20)が熱融着された第１のアルミラミネートシート(30)のポリ
エチレンフィルム面(320)に、第２のアルミラミネートシート(30)のポリエチレンフィル
ム面(320)を、左右に５ｍｍずらして重ね合わせ、第２のアルミラミネートシート(30)の
ポリエステルフィルム面側から２００℃に加熱した熱板を０．５ＭＰａの圧力で３秒間押
し付けることにより、第２のアルミラミネートシート(30)のポリエチレンフィルム面(320
)を、ポリエチレン管(20)の外面および第１のアルミラミネートシート(30)のポリエチレ
ンフィルム面(320)に熱融着した（図９および図１０参照）。
　次いで、貼り合わせられた２枚のアルミラミネートシート(30)を筒状に丸めて、その左
右両縁部に形成された接合代部(35)のポリエチレンフィルム面(320)どうしを重ね合わせ
、一方の縁部のポリエステルフィルム面側から２００℃に加熱した熱板を０．５ＭＰａの
圧力にて３秒間押し付けることにより、接合代部(35)どうしを熱融着した。そして、貼り
合わせられた２枚のアルミラミネートシート(30)をできるだけ真円に近い断面の円筒状と
なるように成形した（図１１および図１２参照）。
　以上により、実施例２の熱交換器(1B)を作製した。
【００４９】
＜実施例３＞
　実施例２の貼り合わせられた２枚のアルミラミネートシート(30)の上下縁部に、熱媒体
通過孔として、直径１０ｍｍの円形孔(362)を左右方向に１０ｍｍ間隔で形成した。
　その他は、実施例２と同じようにして、実施例３の熱交換器(1C)を作製した。
【００５０】
＜比較例＞
　外径６ｍｍ、肉厚１ｍｍのステンレス管を、全体の外径が１４５ｍｍとなるように螺旋
円筒状に曲げ成形して、比較例の熱交換器を作製した。
【００５１】
＜飲料冷却効果評価＞
　スターラーを装備した縦４０ｃｍ、横４０ｃｍ、深さ４０ｃｍのステンレス槽に、４０
リットルの水道水と２０リットルの氷とを投入して、冷却水を生成した。そして、スター
ラーを回転させて冷却水を撹拌しながら、実施例１の熱交換器(1A)を、スターラーの撹拌
子にかからないようにステンレス槽内の冷却水に完全に浸漬した。
　次に、熱交換器(1A)の飲料流通管(2)にその一端部から１分間当り５リットルの流量に
て水を供給し、飲料流通管(2)の他端部から出てきた水を、２００ｍｌずつ５つのガラス
コップに順次注ぎ、各ガラスコップ内の水温を測定した。
　実施例２、３の熱交換器(1B)(1C)および比較例の熱交換器についても、上記と同様の操
作を行い、各ガラスコップに注出された水の温度を測定した。
　測定結果を、各熱交換器の重量と共に、以下の表１に示す。
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【００５２】
【表１】

【００５３】
　表１から明らかなように、ステンレス管を使用した比較例の熱交換器に対し、実施例１
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～３の熱交換器(1A)(1B)(1C)は、大幅に重量が軽減されていた。
　また、実施例１～３の熱交換器(1A)(1B)(1C)によって冷却された水は、ステンレス管を
使用した比較例の場合と大差ない程度まで温度が下がっていた。
【００５４】
＜飲料加熱効果評価＞
　スターラーを装備した縦４０ｃｍ、横４０ｃｍ、深さ４０ｃｍのステンレス槽に、外部
から６０℃に加熱された加熱水を連続供給しながら、実施例１の熱交換器(1A)を、スター
ラーの撹拌子にかからないようにステンレス槽内の加熱水に完全に浸漬した。
　次に、熱交換器(1A)の飲料流通管(2)にその一端部から１分間当り１．５リットルの流
量にて水を供給し、飲料流通管(2)の他端部から出てきた水を、２００ｍｌずつ３つのガ
ラスコップに順次注ぎ、各ガラスコップ内の水温を測定した。
　実施例２、３の熱交換器(1B)(1C)および比較例の熱交換器についても、上記と同様の操
作を行い、各ガラスコップに注出された水の温度を測定した。
　測定結果を、以下の表２に示す。
【００５５】
【表２】

【００５６】
　表２から明らかなように、実施例１～３の熱交換器(1A)(1B)(1C)によって加熱された水
は、ステンレス管を使用した比較例の場合と大差ない程度まで温度が上昇した。
【産業上の利用可能性】
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【００５７】
　この発明は、ビールサーバー等の飲料供給装置において、ビール等の各種飲料を供給過
程で急速に冷却または加熱するための熱交換器として好適に使用することができる。
【符号の説明】
【００５８】
(1A)(1B)(1C)：飲料供給装置用熱交換器
(2)：飲料流通管
(20)：樹脂管
(23)：飲料供給管の一端部
(24)：飲料供給管の他端部
(3)(3X)：伝熱シート
(30)：金属ラミネートシート
(31)：金属箔
(32)：オレフィン系樹脂フィルム（熱融着性樹脂フィルム）
(33)：耐熱性樹脂フィルム
(361)：第１熱媒体通過孔
(362)：第２熱媒体通過孔
(60)：冷却機能付き飲料供給装置
(61)：供給管（上流側供給管路）
(66)：迅速継手
(661)(662)：継手部材
(67)：コック（下流側供給管路）
(70)：加熱機能付き飲料供給装置
(71)：供給管（上流側供給管路）
(76)：迅速継手
(761)(762)：継手部材
(77)：コック（下流側供給管路）
(B)：飲料
(C)：冷却水・加熱水（熱媒体）
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